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第２条　職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（勤勉手当）
第８条の４　［略］
２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規
　則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この
　場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所
　属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該
　各号に定める額を超えてはならない。
　（１）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
　　　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日
　　現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死
　　亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養
　　手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し
　　た額に 100分の 110（特定管理職員にあっては、 100分の 130
　　）を乗じて得た額の総額
　（２）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員
　　の勤勉手当基礎額に 100分の52.5（特定管理職員にあっては、
　　 100分の62.5）を乗じて得た額の総額
３～５　［略］

　（勤勉手当）
第８条の４　［略］
２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規
　則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この
　場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所
　属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該
　各号に定める額を超えてはならない。
　（１）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
　　　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日
　　現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死
　　亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養
　　手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し
　　た額に 100分の 105（特定管理職員にあっては、 100分の 125
　　）を乗じて得た額の総額
　（２）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員
　　の勤勉手当基礎額に 100分の50（特定管理職員にあっては、 1
　　00分の60）を乗じて得た額の総額
３～５　［略］

　（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第３条　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（給与に関する特例）
第７条　第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（
　以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する
　。

２～６　［略］
　（給与条例の適用除外等）
第８条　［略］
２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項及び第８条の11第１項の規定並びに市町村
　立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、
　職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職
　員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の
　適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当
　する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７
　条の２第１項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で
　指定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基
　づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付職員条
　例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
　職員給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100

　（給与に関する特例）
第７条　第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（
　以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する
　。

２～６　［略］
　（給与条例の適用除外等）
第８条　［略］
２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項及び第８条の11第１項の規定並びに市町村
　立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、
　職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職
　員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の
　適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当
　する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７
　条の２第１項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で
　指定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基
　づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付職員条
　例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
　職員給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100

号給 給料月額
１ 392,000円
２ 440,000円
３ 492,000円
４ 555,000円
５ 634,000円
６ 740,000円
７ 864,000円

号給 給料月額
１ 380,000円
２ 427,000円
３ 477,000円
４ 539,000円
５ 615,000円
６ 718,000円
７ 839,000円
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　分の 170」と、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項
　の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ
　るのは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任
　期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５
　条の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規
　則で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の
　規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と
　する。

　分の 175」と、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項
　の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ
　るのは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任
　期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５
　条の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規
　則で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の
　規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と
　する。

　　　附　則
　（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下この項及び附則第４項において「改正後の職員給与条例」という。）の規
　定及び第３条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下この項及び附則第４項において「改正後の任期付職
　員条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第８条の４及び改正後の任期付職員条例
　第８条の規定は、令和６年12月１日から適用する。
　（切替日前の異動者の号給の調整）
３　令和６年４月１日（以下この項において「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準
　ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と
　認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
　（給与の内払）
４　改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の職員の給与に関す
　る条例又は第３条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後
　の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
　（人事委員会規則への委任）
５　前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　令和６年12月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第54号
　　　市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例　
　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和32年宮崎県条例第26号）の一部を次のように改正する。
　別表第１を次のように改める。
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　　　附　則
　（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」という。
　）の規定は、令和６年４月１日から適用する。
　（切替日前の異動者の号給の調整）
２　令和６年４月１日（以下「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替
　日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度
　において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
　（給与の内払）
３　改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支
　給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
　（人事委員会規則への委任）
４　前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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